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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年５月１０日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

   

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２３年５月１８日 ０６時３５分ごろ 

発生場所 熊本県八代
やつしろ

市八代港内の小築
こつく

島東岸  

八代港防波堤灯台から真方位２１１°４,２２０ｍ付近 

（概位 北緯３２°２９.４１′ 東経１３０°３０.５８′） 

事故調査の経過  平成２３年５月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 第八海 上
かいじょう

丸、４４０トン 

１３６３９８、有限会社大松海運 

 ７４.２２ｍ×１１.２０ｍ×６.６０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１０年１１月２０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７０歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和４０年７月９日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年４月２２日 

免状有効期間満了日 平成２７年５月９日  

 死傷者等 なし        

 損傷 球状船首部の左舷側に凹損、左舷側ビルジキール中央部に破損、船底外板

に擦過傷等 

 事故の経過 

 

本船は、船長ほか４人が乗り組み、平成２３年５月１７日１６時１５分

ごろ鹿児島県志布志市志布志港を出港して八代港に向かい、船長が、志布

志港での出港操船を行ったのち、１７時００分ごろ次直に船橋当直を引き

継いで降橋した。 

船長は、１８日０３時００分ごろ甲板員から単独の船橋当直を引き継

ぎ、八代港の港界付近に設置された八代港第１号灯浮標（左舷標識）を右

舷側２００ｍ付近に見て港内に入り、約０.５海里（Ｍ）航行して同港の掘

下げ済水路の南端付近に達したところで、自動操舵の状態で針路を約０２

０°（真方位）に転じ、間もなく更に少し左転して小築島に向ける針路と

し、約１１.５ノットの対地速力で自動操舵により航行した。 

船長は、小築島までの距離が約１Ｍとなる八代市黒島に並航したところ

（以下「予定変針場所」という。）において、更に左転して小築島と大築
おおつく

島間の中央に向けて変針するつもりでいたが、掘下げ済水路に他船が見当

たらず、予定より約１時間早く着岸できそうであったので気が緩み、操舵

スタンドに両肘をついて身体を同スタンドに寄り掛かった姿勢で船橋当直

を続けているうちに居眠りに陥った。 
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本船は、予定変針場所を通過して小築島に向けて航行し、０６時３５分

ごろ小築島東岸に乗り揚げた。 

船長は、乗り揚げた衝撃で目が覚め、機関を停止して損傷及び浸水状況

の調査を行い、二重底の一部に浸水を認めたほかには浸水がないことを確

認したのち、運航者等に連絡した。 

本船は、０７時３０分ごろ自力で離礁し、八代港の予定バースに着桟し

て揚げ荷を終えたのち、同港内の造船所で修理した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界  良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期、潮高 ２７０cm（八代海） 

日出時刻：０５時１８分ごろ 

 その他の事項 本船は、５月１７日０６時３０分ごろ志布志港に入港し、１３時００分

ごろ積み荷役を開始して１５時４５分ごろ終了したのち、１６時１５分ご

ろ出港した。 

船長は、積み荷役中、本船側では作業の監視等だけであったので、十分

に休息がとれた。 

船長は、船橋当直を単独５時間交替の３直制としており、志布志港での

出港操船に続いて船橋当直に就き、１７時００分ごろ船橋当直を交替した

のちは、夕食をとって早めに就寝し、１８日０２時００分ごろ目が覚める

まで熟睡ができ、０３時００分ごろ船橋当直に就いてからも眠気を感じて

いなかったので、顔を洗ったりするなどの居眠り防止措置はとらなかっ

た。 

本船は、八代港に月に２～３回入港しており、本事故当日は、入港予定

時刻より約１時間早かった。 

本船は、船首喫水約３.００ｍ、船尾喫水約４.７５ｍであった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、八代港を自動操舵で北東進中、単独で

船橋当直中の船長が居眠りに陥ったことから、予

定変針場所を通過して小築島に向けて航行し、小

築島東岸に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、八代港の掘下げ済水路に他船が見当た

らず、予定より約１時間早く着岸できそうであっ

たので気が緩み、操舵スタンドに両肘をついて身

体を同スタンドに寄り掛かった姿勢で船橋当直を

続けているうちに居眠りに陥ったものと考えられ

る。 

原因 本事故は、本船が、八代港を自動操舵で北東進中、単独で船橋当直中の

船長が居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過して小築島に向けて航行

し、小築島東岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 船舶所有者は、本事故後、本船に居眠り防止装置を設置した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・船橋当直者は、眠気を催していない場合でも操舵室内を移動したり、

外気に当たるなどして眠気を催さないようにすること。  




